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市
は
、
平
成
１４
年
度
の
固
定

資
産
課
税
台
帳
を
、
３
月
１
日

か
ら
２０
日
ま
で
（
土
・
日
曜
を

除
く
）
公
開
、
資
産
税
課
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）
と
北
部
税

務
課
（
塩
瀬
支
所
・
山
口
支
所

内
）
で
縦
覧
で
き
ま
す
。
時
間

は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
１５

分
ま
で
で
す
。

縦
覧
で
き
る
人
は
、
原
則
と

し
て
固
定
資
産
の
所
有
者
か
そ

の
代
理
人
で
す
。
本
人
の
場
合

は
、
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険

証
、
平
成
１３
年
度
の
納
税
通
知

書
な
ど
、
本
人
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
代
理
人
の

場
合
は
委
任
状
も
必
要
で
す
。

問
合
せ
は
資
産
税
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
２
６
９
）
か

北
部
税
務
課
（
０
７
９
７
・
６

１
・
０
０
４
８
）
へ
。

平
成
１４
年
度
の
土
地
評
価
に

お
い
て
、
地
価
の
下
落
が
続
い

て
い
る
市
内
の
宅
地
は
、
そ
の

下
落
を
反
映
さ
せ
、
評
価
額
を

見
直
し
て
い
ま
す
。

土
地
評
価
替
え
は
３
年
ご
と

の
基
準
年
度
に
お
い
て
行
い
、

基
準
年
度
以
外
は
価
格
を
据
え

置
き
ま
す
が
、
平
成
１４
年
度
に

お
い
て
は
、
土
地
の
評
価
額
を

平
成
１２
年
度
の
土
地
評
価
替
え

の
価
格
基
準
日
で
あ
る
平
成
１１

年
１
月
１
日
か
ら
１３
年
７
月
１

日
ま
で
の
２
年
半
の
地
価
下
落

分
に
対
応
し
た
修
正
を
行
っ
て

い
ま
す
。

地
価
下
落
に
よ
る
修
正
率
は
、

縦
覧
場
所
で
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、
税
負
担
に
つ
い

て
は
、
評
価
額
の
下
落
に
比
例

し
て
下
が
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
固
定
資
産
課
税
台

帳
縦
覧
（
右
記
事
参
照
）
ま
た

は
５
月
上
旬
発
送
の
納
税
通
知

書
・
課
税
明
細
書
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
は
資
産
税
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
２
２
１
）
か

北
部
税
務
課
（
０
７
９
７
・
６

１
・
０
０
４
８
）
へ
。

市
は
毎
年
、
市
内
の
警
察

署
に
勤
務
し
、
安
全
で
、
住

み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
活
躍

し
て
い
る
警
察
官
に
「
西
宮

市
民
の
警
察
官
」
賞
を
贈
っ

て
い
ま
す
。
今
年
は
次
の
５

人
の
皆
さ
ん
に
、２
月
１４
日
、

山
田
市
長
か
ら
表
彰
状
な
ど

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

●
松
本
英
二
さ
ん
（
西
宮

警
察
署
）

少
年
係
と
し
て

地
域
安
全
活
動
、
青
少
年
の

健
全
育
成
活
動
、
福
祉
犯
罪

の
解
決
等
に
積
極
的
に
取
り

組
み
、
市
民
の
安
全
と
安
心

に
貢
献

●
橋
本
博
司
さ
ん
（
西
宮

警
察
署
）

交
通
事
故
捜
査

係
と
し
て
交
通
事
故
事
件
を

迅
速
・
適
正
に
処
理
す
る
と

と
も
に
、
ひ
き
逃
げ
事
件
を

多
数
解
決
す
る
等
、
市
民
の

安
全
確
保
に
貢
献

●
原
田
敦
史
さ
ん
（
西
宮

警
察
署
）

管
内
交
番
に
て

犯
罪
の
予
防
検
挙
、
交
通
の

指
導
取
締
、
少
年
の
補
導
活

動
等
、
地
域
に
密
着
し
た
諸

活
動
を
積
極
的
に
推
進
し
、

市
民
の
安
全
確
保
に
貢
献

●
久
下
功
さ
ん
（
甲
子
園

警
察
署
）

強
行
盗
犯
係
と

し
て
数
々
の
重
要
凶
悪
事
件

を
解
決
。
犯
罪
捜
査
を
通
じ

て
市
民
の
安
全
確
保
に
貢
献
。

ま
た
、
地
域
課
指
導
係
と
し

て
適
正
捜
査
の
推
進
に
尽
力

●
早
瀬
助
次
さ
ん
（
甲
子

園
警
察
署
）

豊
富
な
知
識

と
永
年
の
経
験
を
生
か
し
、

交
通
事
故
事
件
を
鋭
敏
な
捜

査
感
覚
に
よ
り
迅
速
、
適
正

に
処
理
し
市
民
の
安
全
な
暮

ら
し
に
貢
献

平
成
７
年
１
月
１
日
現
在
に

住
宅
用
地
の
認
定
を
受
け
て
い

た
土
地
で
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
に
よ
り
住
宅
が
滅
失
し
た
り
、

取
り
壊
さ
れ
た
と
き
、
固
定
資

産
税
と
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
住
宅
が
建
築
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
同
一
の
所
有
者
な
ど

が
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
場

合
、
「
住
宅
用
地
の
課
税
標
準

の
特
例
」
を
平
成
１４
年
度
（
最

長
１７
年
度
ま
で
）に
お
い
て
も
、

引
き
続
き
住
宅
用
地
で
あ
る
も

の
と
み
な
し
て
特
例
が
適
用
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
貸
し
駐
車

場
な
ど
別
の
用
途
に
使
用
し
て

い
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。

問
合
せ
は
資
産
税
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
２
２
１
）
か

北
部
税
務
課
（
０
７
９
７
・
６

１
・
０
０
４
８
）
へ
。

平
成
１３
年
分
の
所
得
税
の
確

定
申
告
と
納
税
は
３
月
１５
日
ま

で
で
す
。
申
告
期
限
が
近
づ
く

と
税
務
署
は
大
変
混
雑
し
ま
す

の
で
、
早
め
に
申
告
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
税
務
署
の
ほ

か
次
の
相
談
会
場
で
も
申
告
書

の
受
付
を
し
て
い
ま
す
。
問
合

せ
は
西
宮
税
務
署
（
０
７
９
８

・
３
４
・
３
９
３
０
）
へ
。

※
会
場
に
は
駐
車
場
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
電
車
や
バ
ス
で

ご
来
場
く
だ
さ
い

【
相
談
会
場
・
日
時
】
Ｊ
Ａ

兵
庫
六
甲
西
宮
支
店（
江
上
町
）

…
２
月
２８
日
ま
で
▽
ア
ピ
ア
ホ

ー
ル
（
阪
急
逆
瀬
川
駅
前
）
…

３
月
８
日
ま
で
▽
西
宮
商
工
会

館
（
櫨
塚
町
）
…
３
月
４
日
〜

１２
日
。
い
ず
れ
も
受
付
は
午
前

９
時
半
〜
１１
時
と
午
後
１
時
半

〜
３
時
半
（
来
場
者
多
数
の
場

合
、
途
中
で
受
付
を
終
了
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
）
。
土
・
日

曜
を
除
く

※
不
動
産
や
株
式
の
譲
渡
、

贈
与
税
な
ど
の
相
談
は
税
務
署

の
資
産
課
税
部
門
へ

※
今
年
か
ら
申
告
書
が
新
し

く
な
っ
て
い
ま
す

３
月
定
例
市
議
会
が
、
２
月

２７
日
か
ら
３
月
２７
日
ま
で
の
日

程
で
開
か
れ
、
平
成
１４
年
度
の

一
般
会
計
・
各
特
別
会
計
・
各

企
業
会
計
予
算
案
１６
件
な
ど
が

上
程
さ
れ
る
予
定
で
す
。

本
会
議
で
の
代
表
質
問
は
３

月
５
・
６
日
、
一
般
質
問
は
７

・
８
・
１１
・
１２
日
に
行
わ
れ
る

予
定
で
す
。
ま
た
、
常
任
委
員

会
は
１４
・
１５
日
、
予
算
特
別
委

員
会
分
科
会
は
１８
・
１９
・
２０
・

２２
・
２５
日
、
本
会
議
で
の
採
決

は
２６
日
の
予
定
で
す
。

本
会
議
・
委
員
会
は
傍
聴
で

き
ま
す
（
委
員
会
は
許
可
が
必

要
）
。

ま
た
、
皆
さ
ん
の
声
は
請
願

・
陳
情
と
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

提
出
期
限
は
３
月
１２
日
午
後
５

時
ま
で
で
す
。

日
程
な
ど
問
合
せ
は
議
会
事

務
局
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

３
８
２
）
へ
。

教
育
委
員
会
は
、
市
立
幼
稚

園
７
園
の
４
歳
児
（
平
成
９
年

４
月
２
日
〜
１０
年
４
月
１
日
生

ま
れ
）
入
園
希
望
者
を
募
集
し

ま
す
。

問
合
せ
は
学
事
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
８
１
７
）
へ
。

★
再
募
集
す
る
幼
稚
園

電

話
番
号
の
市
外
局
番
は
す
べ
て

《
０
７
９
８
》
▽
用
海
幼
稚
園

（
石
在
町
１７
―
２９
!
２
３
・
８

３
１
２
）
…
定
員
３
人
▽
夙
川

幼
稚
園
（
松
ケ
丘
町
９
―
２３
!

７
２
・
２
９
５
１
）
…
定
員
３

人
▽
あ
お
ぞ
ら
幼
稚
園
（
津
田

町
３
―
４０
!
３
５
・
８
０
８
６
）

…
定
員
５
人
▽
鳴
尾
西
幼
稚
園

（
鳴
尾
町
５
丁
目
４
―
６
!
４

２
・
１
９
０
１
）
…
定
員
１３
人

▽
南
甲
子
園
幼
稚
園
（
南
甲
子

園
３
丁
目
２
―
２４
!
４
６
・
１

６
０
８
）
…
定
員
１
人
▽
高
須

西
幼
稚
園
（
高
須
町
２
丁
目
１

―
４５
!
４
８
・
４
１
２
１
）
…

定
員
１１
人
▽
鳴
尾
北
幼
稚
園

（
花
園
町
１０
―
２０
!
４
１
・
６

３
４
９
）
…
定
員
１
人

※
３
月
８
日
ま
で
に
他
の
幼

稚
園
で
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、

同
様
に
再
募
集
を
行
い
ま
す
の

で
、
同
課
へ
問
合
せ
を

★
申
込

３
月
１１
日
〜
１３
日

の
午
後
２
時
〜
４
時
に
希
望
す

る
各
園
へ
。多
数
の
場
合
抽
選
。

「
入
園
案
内
」
は
、
３
月
１３
日

ま
で
（
土
・
日
曜
を
除
く
）
の

午
後
２
時
〜
４
時
に
再
募
集
す

る
各
園
で
配
布

災
害
援
護
資
金
貸
付
金
の
償

還
が
、
平
成
１２
年
５
月
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

市
は
、
貸
付
金
の
円
滑
な
償

還
を
図
る
た
め
、
未
納
世
帯
へ

文
書
や
自
宅
訪
問
に
よ
る
催
告

を
行
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
勤
務
な
ど
の
関
係

で
平
日
の
窓
口
相
談
が
困
難
な

人
や
、
事
情
に
よ
り
ま
だ
償
還

し
て
い
な
い
人
の
た
め
に
、
３

月
９
・
１７
日
に
災
害
援
護
管
理

室
（
Ｊ
Ｒ
西
ノ
宮
駅
南
側
フ
レ

ン
テ
西
館
３
階
）
で
休
日
償
還

相
談
を
行
い
ま
す
。

貸
付
金
の
償
還
方
法
に
つ
い

て
は
、
月
割
償
還
や
少
額
償
還

も
可
能
で
す
。

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
受
付
時
間
】
午
前
９
時
〜

午
後
５
時

【
問
合
せ
先
】
同
室
（
０
７

９
８
・
３
５
・
２
１
９
０
）

【
２
月
分
】
《
市
あ
て
》
★

文
化
振
興
基
金
へ

小
上
馬
尚

美
!
１
０
０
万
円

（
敬
称
略
）

震
災
に
よ
る
特
例
を
継
続
し
ま
す

固
定
資
産
課
税

台
帳
の
縦
覧

３月９日（土）、１７日（日）に
償還相談を受け付けます

災害援護資金貸付金

被
災
住
宅
用
地
の

課
税
標
準
の
特
例

３
月
１
日
か
ら
２０
日
ま
で

平成１４年度一般会計予算案など上程

相談会場もご利用を

３月市議会始まる

評価額を見直しています

確確定定申申告告

地価が下落している宅地

早めに

５人に「市民の警察官」賞

安全なまちづくり、ありがとう

４歳児を再募集

市立幼稚園７園で

平成１４年（２００２年）２月２５日 （２）


